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   公布された規則のあらまし 

○佐賀県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 10 号） 

１ 電気事業法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うこととした。（別表第１関係） 

２ この規則は、平成 28 年４月１日から施行することとした。 

○佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 11 号） 

１ 電気事業法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うこととした。（第 36 条及び第 62 条関係） 

２ この規則は、平成 28 年４月１日から施行することとした。 

○佐賀県立佐賀コロニー管理規則を廃止する規則（規則第 12 号） 

１ 佐賀県立佐賀コロニー管理規則は、廃止することとした。 

２ この規則は、平成 28 年４月１日から施行することとした。 

○佐賀県介護保険法施行条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 13 号） 

１ 介護保険法が改正されたことに伴い、県が行う介護サービス情報の報告に係る調査の区分に地域密着型通所介護を加えることとした。

（第２条関係） 

２ この規則は、平成 28 年４月１日から施行することとした。 

○理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部を改正する規則（規則第 14 号） 

１ 理容所及び美容所の開設届に、重複開設に関する事項の記載欄を追加することとした。（別記様式第 18 号関係） 

２ この規則は、平成 28 年４月１日から施行することとした。 

○佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 15 号） 

１ 新たな工鉱業上の試験項目に係る手数料の額を定めるとともに、新たに導入された設備機械等の使用に係る使用料の額を定めることとし

た。（第２条関係） 

２ その他所要の改正を行うこととした。 

３ この規則は、平成 28 年４月１日から施行することとした。 

○佐賀県農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則（規則第 16 号） 

１ 農業協同組合法が改正されたことに伴い、所定の様式を定めることとした。（第 26 条の２、第 28 条の２、改正後の第 35 条、様式第 45

号の２、様式第 51 号の２及び様式第 58 号関係） 

２ その他所要の改正を行うこととした。 

３ この規則は、平成 28 年４月１日から施行することとした。 

４ 所要の経過措置を定めることとした。 

○佐賀県農業委員会交付金の交付の基準に関する規則の一部を改正する規則（規則第 17 号） 

１ 農業委員会等に関する法律施行令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うこととした。 
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２ この規則は、平成 28 年４月１日から施行することとした。 

○佐賀県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 18 号） 

１ 中原県営住宅及び石貝県営住宅（みやき町）を廃止することとした。（別表第１関係） 

２ 有料駐車場の使用料の月額を改定することとした。（別表第３関係） 

３ その他所要の改正を行うこととした。 

４ この規則は、一部の規定を除き、平成 28 年４月１日から施行することとした。 


